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櫻
井
　
弘
人
　
提
出
　
学
位
申
請
論
文
（
論
文
博
士
）

　
　
『
遠
山
霜
月
祭
の
研
究
』
審
査
要
旨

論
文
の
内
容
の
要
旨

　
本
論
文
は
、「
遠
山
谷
」
と
か
「
遠
山
郷
」
と
通
称
さ
れ
る
長
野
県
飯
田
市
の
旧
上
村
と

旧
南
信
濃
村
の
各
集
落
に
伝
承
、
継
承
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
鎮
守
社
で
斎
行
さ
れ
る
霜
月
祭

に
つ
い
て
の
研
究
で
あ
る
。
こ
の
祭
り
は
、
そ
の
伝
承
地
と
斎
行
時
期
か
ら
西
角
井
正
慶
が

昭
和
六
年
の
『
民
俗
藝
術
』
四
巻
五
号
に
「
信
州
遠
山
の
霜
月
祭
り
」
と
題
し
て
祭
り
の
次

第
と
内
容
を
ま
と
め
て
著
し
、昭
和
九
年
に
は
こ
れ
を
著
書
『
神
楽
研
究
』
に
収
め
て
い
る
。

そ
の
後
、
こ
の
祭
り
は
「
遠
山
祭
」
と
も
総
称
さ
れ
る
が
、
昭
和
五
十
四
年
二
月
に
は
「
遠

山
の
霜
月
祭
」
の
名
称
で
国
の
重
要
無
形
民
俗
文
化
財
に
指
定
さ
れ
、
以
後
、
こ
れ
が
総
称

と
し
て
使
わ
れ
、
本
論
文
名
も
こ
れ
に
よ
っ
て
い
る
。

　
遠
山
霜
月
祭
（
以
後
「
霜
月
祭
」
と
い
う
。）
は
、
昭
和
二
十
年
前
後
に
は
遠
山
郷
の

十
六
ヶ
所
、
十
七
神
社
で
斎
行
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
の
後
、
平
成
九
年
ま
で
は
上
村
地
区
四
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ヶ
所
、
南
信
濃
地
区
八
ヶ
所
の
計
十
二
ヶ
所
・
十
三
社
で
の
斎
行
と
な
り
、
令
和
元
年
に
は

上
村
地
区
四
ヶ
所
と
南
信
濃
地
区
四
ヶ
所
の
計
八
ヶ
所
で
の
斎
行
と
な
っ
て
い
る
。
い
わ
ゆ

る
戦
後
の
高
度
経
済
成
長
や
二
〇
〇
〇
年
代
以
降
の
社
会
状
況
の
変
化
に
伴
う
過
疎
化
、
人

口
減
少
な
ど
に
よ
っ
て
霜
月
祭
継
承
が
困
難
に
な
り
、
斎
行
集
落
が
減
じ
た
の
で
あ
り
、
そ

の
継
承
、
持
続
の
困
難
さ
は
現
在
も
続
い
て
い
る
。

　
こ
う
し
た
現
状
を
も
つ
霜
月
祭
に
つ
い
て
、
論
文
は
、
序
章
で
は
研
究
の
対
象
地
の
概
要
、

目
的
、
研
究
法
、
先
行
研
究
を
論
じ
て
い
る
。
こ
れ
に
続
く
第
一
章
か
ら
第
九
章
が
本
論
で

あ
り
、
終
章
で
は
本
論
文
の
ま
と
め
と
今
後
の
課
題
を
あ
げ
る
。
さ
ら
に
巻
末
に
は
資
料
と

し
て
霜
月
祭
の
式
次
第
、
霜
月
祭
の
面
一
覧
、
霜
月
祭
を
開
催
す
る
主
な
神
社
の
平
面
図
、

霜
月
祭
と
そ
の
関
連
事
項
に
関
す
る
年
表
を
付
す
。
以
下
で
は
第
一
章
か
ら
論
文
内
容
の
要

旨
を
記
す
。

　
第
一
章
「
遠
山
と
霜
月
祭
」
で
は
、
ま
ず
遠
山
谷
の
自
然
・
歴
史
・
民
俗
の
環
境
を
概
観

す
る
。
そ
れ
は
民
俗
芸
能
を
含
む
祭
り
は
、
こ
れ
を
育
ん
で
き
た
自
然
環
境
と
こ
の
な
か
で

の
生
業
、
そ
の
地
の
歴
史
と
密
接
に
関
係
す
る
こ
と
に
よ
る
と
す
る
。
具
体
的
に
は
、
遠
山



─ 3 ─

谷
は
赤
石
山
脈
と
伊
那
山
脈
に
挟
ま
れ
た
日
本
屈
指
の
活
断
層
「
中
央
構
造
線
」
沿
い
の
深

い
谷
間
に
位
置
し
、
こ
う
し
た
立
地
に
よ
っ
て
こ
の
地
域
は
周
辺
と
の
隔
絶
性
を
有
し
な
が

ら
も
、
こ
の
谷
筋
は
南
北
を
結
ぶ
縦
貫
道
と
も
な
っ
て
文
化
交
流
を
生
み
、
そ
の
山
間
立
地

か
ら
住
民
は
林
業
と
焼
畑
な
ど
を
生
業
と
し
な
が
ら
、
こ
れ
に
基
づ
く
多
彩
な
生
活
文
化
を

育
ん
で
き
た
と
概
観
す
る
。

　
次
に
は
、
こ
う
し
た
環
境
の
も
と
で
継
承
さ
れ
て
き
た
霜
月
祭
に
つ
い
て
、
こ
の
祭
り
の

呼
称
、
起
源
伝
承
、
実
施
箇
所
を
あ
げ
て
、
こ
れ
に
は
四
タ
イ
プ
（
系
統
）
が
あ
る
こ
と
を

提
示
し
、
神
社
と
祭
り
の
担
い
手
を
叙
述
す
る
。
起
源
伝
承
に
つ
い
て
は
、
京
都
か
ら
習
っ

て
き
た
と
か
熊
野
や
伊
勢
の
神
人
が
伝
え
た
と
い
う
伝
承
や
百
姓
一
揆
に
よ
っ
て
領
主
を
殺

害
し
た
祟
り
の
沈
静
の
た
め
と
す
る
伝
承
な
ど
が
あ
り
、
ま
た
、
こ
の
祭
り
の
起
源
は
約

八
〇
〇
年
前
と
す
る
言
説
が
あ
る
こ
と
を
あ
げ
、
そ
れ
ぞ
れ
を
吟
味
、
検
討
し
な
が
ら
、
こ

れ
ら
の
伝
承
の
扱
い
に
は
慎
重
を
要
す
る
と
指
摘
す
る
。

　
霜
月
祭
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
従
来
の
研
究
を
踏
ま
え
、
遠
山
谷
の
地
区
区
分
に
依
拠
し

た
上
町
、
下
栗
、
木
沢
、
和
田
と
い
う
四
タ
イ
プ
が
あ
る
こ
と
を
、
神
面
舞
の
構
成
と
目
的
、
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囃
子
の
楽
構
成
な
ど
の
特
徴
を
あ
げ
な
が
ら
示
す
。
そ
の
上
で
、
歴
史
的
に
は
木
沢
タ
イ
プ

と
下
栗
タ
イ
プ
の
二
つ
は
元
来
同
一
の
タ
イ
プ
で
あ
っ
た
が
、
斎
行
日
の
新
暦
へ
の
移
行
時

期
に
差
異
が
生
じ
た
こ
と
で
、
現
在
で
は
別
の
タ
イ
プ
と
な
っ
た
と
す
る
。
た
だ
し
、
祭
り

の
内
容
と
し
て
は
木
沢
、
下
栗
タ
イ
プ
と
上
町
タ
イ
プ
の
三
つ
に
は
共
通
性
が
高
く
、
和
田

タ
イ
プ
は
独
自
色
が
強
い
と
す
る
。

　
ま
た
、
祭
礼
を
行
う
神
社
の
歴
史
や
社
殿
な
ど
で
祀
ら
れ
る
神
々
を
検
討
す
る
と
、
元
の

領
主
で
あ
っ
た
遠
山
氏
八
柱
の
御
霊
も
祀
る
遠
山
氏
御
霊
（
八
社
神
）
系
八
幡
神
社
、
遠
山

氏
二
代
の
御
霊
を
祀
る
遠
山
氏
御
霊
（
両
大
神
）
系
八
幡
神
社
と
、
遠
山
氏
御
霊
を
祀
っ
て

い
な
い
非
遠
山
氏
御
霊
系
神
社
に
分
類
で
き
る
と
す
る
。
こ
う
し
た
各
神
社
の
祭
祀
状
況
が

霜
月
祭
の
開
始
年
代
や
目
的
と
密
接
に
結
び
つ
く
と
し
、
霜
月
祭
は
《
遠
山
氏
御
霊
（
両
大

神
）
系
八
幡
神
社
》
か
ら
《
遠
山
氏
御
霊
（
八
社
神
）
系
八
幡
神
社
》
へ
広
が
り
、
そ
の
後

に
八
幡
神
社
以
外
の
神
社
《
非
遠
山
氏
御
霊
系
神
社
》
へ
も
拡
大
し
た
と
す
る
。
ま
た
、
上

町
タ
イ
プ
に
お
け
る
宮
天
伯
社
は
鶴
岡
八
幡
宮
な
ど
の
武
内
社
に
倣
っ
た
も
の
で
、
中
郷
正

八
幡
宮
に
お
い
て
、
本
殿
の
四
方
に
外
宮
を
配
す
る
形
は
、
武
内
社
と
外
宮
と
で
社
殿
を
護
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衛
す
る
と
い
う
宗
教
的
な
意
図
が
あ
る
と
す
る
。
さ
ら
に
こ
の
章
で
は
、
祭
り
を
担
う
人
々

に
つ
い
て
、
禰
宜
、
宮
世
話
人
、
神
名
帳
奉
読
役
、
精
舎
つ
と
め
、
賄
い
役
、
面
役
な
ど
霜

月
祭
の
諸
役
に
つ
い
て
具
体
的
に
示
す
。
ま
た
、
祭
儀
を
司
る
宗
教
者
で
あ
る
禰
宜
に
つ
い

て
は
、
こ
れ
に
よ
る
諸
祭
祀
、
日
常
生
活
の
様
相
な
ど
を
明
ら
か
に
す
る
。

　
第
二
章
「
遠
山
霜
月
祭
の
実
際
」
で
は
、
祭
日
と
日
程
、
本
祭
り
の
次
第
構
成
と
儀
礼
内

容
、
共
食
儀
礼
と
特
殊
な
神
饌
な
ど
を
論
述
す
る
。
祭
日
と
日
程
に
つ
い
て
は
、「
霜
月
祭
」

の
名
の
よ
う
に
旧
暦
霜
月
で
あ
っ
た
の
が
、
後
に
は
そ
の
季
節
感
を
重
視
し
て
新
暦
の
十
二

月
に
変
更
さ
れ
て
い
る
が
、
遠
山
谷
の
な
か
で
各
地
区
の
祭
り
の
日
取
り
は
重
な
ら
ず
、
祭

日
が
ず
れ
て
い
る
こ
と
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
こ
う
し
た
霜
月
祭
日
程
は
、
地
域
内
で
の
協

力
関
係
を
背
景
と
し
、
こ
の
祭
り
が
上
町
、
木
沢
、
和
田
の
拠
点
神
社
か
ら
周
辺
の
神
社
へ

と
広
が
る
な
か
で
順
次
一
日
お
き
に
な
る
よ
う
に
日
取
り
が
決
め
ら
れ
た
こ
と
に
よ
る
と
す
る
。

　
祭
り
の
次
第
構
成
に
つ
い
て
は
、
上
町
タ
イ
プ
と
木
沢
タ
イ
プ
で
は
祭
り
構
成
が
前
半
と

後
半
の
二
部
構
成
で
あ
る
こ
と
、
こ
の
構
成
を
基
に
祭
り
の
終
盤
に
神
面
を
着
け
た
面
形
舞

が
新
た
に
加
わ
っ
た
こ
と
、
祭
り
の
内
容
に
は
湯
立
や
舞
を
例
年
の
形
式
で
行
う
「
式
礼
」
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と
、
祈
願
・
願
成
就
報
謝
の
た
め
の
湯
立
と
舞
で
あ
る
「
願
」
と
が
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に

す
る
。
ま
た
、
座
揃
え
・
直
会
な
ど
の
共
食
儀
礼
、
神
饌
調
製
や
そ
の
献
供
法
な
ど
を
詳
細

に
記
し
、
そ
の
手
順
、
内
容
か
ら
霜
月
祭
に
は
細
部
に
わ
た
る
作
法
、
規
範
が
あ
る
こ
と
も

明
ら
か
に
す
る
。

　
第
三
章
「
遠
山
霜
月
祭
の
湯
立
」
は
、
霜
月
祭
の
中
心
を
な
す
と
い
え
る
「
湯
立
」
を
取

り
上
げ
る
。
た
と
え
ば
上
町
で
は
「
先
湯
」「
願
の
湯
」「
御
一
門
の
湯
」「
鎮
め
の
湯
」
が

あ
る
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
祭
り
に
数
種
の
湯
立
が
あ
る
。
こ
れ
ら
湯
立
に
唱
え
ら
れ
る
呪

文
は
神
仏
混
淆
の
色
彩
が
強
く
、
両
部
神
道
の
流
れ
を
汲
む
こ
と
、
そ
の
内
容
は
、
前
述
の

霜
月
祭
の
各
タ
イ
プ
、
神
社
に
よ
っ
て
差
異
が
あ
っ
て
一
様
で
は
な
く
複
雑
で
あ
る
こ
と
を

具
体
的
に
示
す
。
こ
う
し
た
実
態
を
踏
ま
え
て
、
湯
立
は
、
式
礼
で
は
三
段
階
か
ら
な
り
、

こ
れ
に
立
願
の
湯
立
が
附
属
す
る
形
式
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。

　
さ
ら
に
霜
月
祭
の
湯
立
は
、
従
来
か
ら
指
摘
さ
れ
る
探
湯
や
清
め
と
い
う
だ
け
で
は
な

く
、「
聖
な
る
水
」〈
陰
〉
と
「
聖
な
る
火
」〈
陽
〉
が
あ
わ
さ
っ
て
生
ま
れ
る
「
聖
な
る
湯
」

〈
陰
陽
合
一
〉
と
い
う
理
解
の
も
と
に
、
そ
の
湯
を
神
々
に
捧
げ
て
湯
浴
み
さ
せ
、
自
ら
も
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浴
び
る
こ
と
で
生
命
の
復
活
、
す
な
わ
ち
「
生
ま
れ
清
ま
り
」
の
祭
儀
で
あ
る
と
説
く
。
そ

し
て
、
こ
こ
に
は
湯
の
上
飾
り
や
神
楽
歌
か
ら
う
か
が
え
る
よ
う
に
、「
湯
の
父
」「
湯
の
母
」

と
い
う
夫
婦
二
神
の
交
合
に
よ
っ
て
新
た
な
生
命
が
誕
生
す
る
と
い
う
考
え
が
潜
ん
で
お

り
、
湯
は
「
産
湯
」
で
も
あ
り
、
新
た
に
誕
生
し
た
命
を
清
め
る
も
の
で
あ
っ
た
と
も
説
く
。

　
第
四
章
「
遠
山
霜
月
祭
の
舞
」
で
は
、
ゆ
っ
た
り
と
し
た
笛
の
メ
ロ
デ
ィ
ー
で
五
方
を
拝

ん
で
舞
う
上
町
・
下
栗
・
木
沢
タ
イ
プ
に
対
し
て
、
笛
の
な
い
和
田
タ
イ
プ
で
は
隅
固
め
の

足
踏
み
を
重
視
し
た
テ
ン
ポ
の
早
い
激
し
い
舞
と
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
違
い
を
指
摘
し

た
上
で
、
霜
月
祭
の
神
楽
で
の
舞
に
は
定
め
ら
れ
た
舞
順
（
舞
式
）
と
所
作
に
意
味
が
あ
る

こ
と
か
ら
、
和
田
の
舞
に
つ
い
て
分
析
し
、「
五
方
拝
」
や
「
四
方
拝
」
と
い
う
方
位
、「
晴

明
判
」「
北
斗
七
星
」
と
い
う
軌
跡
、「
三
三
九
」
や
「
七
五
三
」
と
い
う
数
に
基
づ
く
舞
の

構
成
原
理
が
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。

　
第
五
章
「
遠
山
霜
月
祭
の
立
願
」
で
は
、
こ
の
祭
り
を
根
底
か
ら
支
え
て
き
た
村
人
が
寄

せ
る
祈
願
で
あ
る
「
立
願
」
の
具
体
相
に
つ
い
て
、
聞
き
取
り
調
査
の
成
果
を
も
と
に
明
ら

か
に
す
る
。
立
願
は
、
規
模
に
よ
っ
て
三
種
に
大
別
で
き
、
最
大
の
立
願
は
「
宮
神
楽
」「
一
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幡
」「
釜
換
え
」
と
呼
ば
れ
、
そ
の
特
徴
は
起
請
文
の
よ
う
な
「
立
願
帳
（
願
帳
）」
を
記
す

こ
と
に
あ
る
。
こ
れ
に
は
本
人
な
い
し
は
家
族
が
掛
け
る
大
願
と
周
囲
の
者
が
掛
け
る
見
舞

い
の
立
願
が
あ
る
。
こ
う
し
た
大
願
と
、「
七
石
」「
十
二
立
」
な
ど
と
呼
ぶ
中
願
・
小
願
、

も
う
一
つ
は
「
神
子
（
カ
ミ
コ
）
の
願
」
で
、そ
れ
ぞ
れ
具
体
的
な
内
容
を
明
ら
か
に
す
る
。

立
願
は
、
今
日
で
は
ほ
と
ん
ど
忘
れ
去
ら
れ
た
存
在
と
な
っ
て
い
る
が
、
な
か
で
も
「
神
子
」

は
、
天
竜
川
流
域
の
霜
月
祭
を
特
徴
づ
け
る
習
俗
で
、
天
龍
村
で
は
「
生
ま
れ
清
ま
り
」
に

よ
っ
て
神
の
子
と
し
て
再
誕
生
し
た
者
が
一
生
涯
神
に
奉
仕
を
誓
う
も
の
と
な
っ
て
い
る
と

す
る
。
さ
ら
に
行
道
面
の
奉
納
も
立
願
に
よ
っ
て
い
て
、
奉
納
後
は
奉
納
者
な
い
し
は
そ
の

子
孫
や
一
族
が
永
代
に
わ
た
っ
て
舞
い
つ
づ
け
る
こ
と
を
前
提
と
し
た
と
す
る
。

　
第
六
章
「
面
か
ら
み
た
遠
山
霜
月
祭
」
で
は
、
各
神
社
の
祭
り
に
登
場
す
る
十
五
か
ら

四
十
一
面
、
遠
山
の
霜
月
祭
全
体
で
は
総
数
と
し
て
は
二
八
六
の
神
面
の
悉
皆
調
査
を
行

い
、
そ
の
全
容
を
ま
と
め
て
い
る
。
現
在
で
は
使
わ
れ
て
い
な
い
面
も
含
め
た
調
査
に
基
づ

き
、
紀
年
銘
の
あ
る
神
面
を
基
準
に
し
て
面
形
、
作
風
か
ら
編
年
分
析
を
行
う
。
分
析
結
果

か
ら
霜
月
祭
の
各
タ
イ
プ
の
面
の
基
本
構
成
（
組
成
）
を
求
め
、
そ
の
組
成
の
変
化
を
検
討
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す
る
。

　
そ
の
結
果
は
、
シ
ズ
メ
面
を
除
く
と
、
神
面
は
木
沢
の
元
和
二
年
（
一
六
一
六
）・
八
年

（
一
六
二
二
）、
寛
永
十
七
年
（
一
六
四
〇
）
の
遠
山
氏
御
霊
面
が
古
く
、
こ
れ
は
面
形
舞
の

成
立
に
と
っ
て
重
要
な
指
標
に
な
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
こ
れ
以
後
、
御
霊
信
仰
と
深
く
結

び
つ
い
た
八
幡
神
社
に
お
い
て
は
遠
山
氏
の
御
霊
鎮
め
・
慰
撫
・
鎮
送
の
た
め
に
面
が
奉
納

さ
れ
、
こ
と
に
延
宝
四
年
（
一
六
七
六
）
に
は
上
町
に
お
い
て
遠
山
氏
御
霊
面
が
八
所
御
霊

に
ち
な
む
八
面
に
整
理
さ
れ
、
面
全
体
を
十
五
面
と
す
る
基
本
構
成
が
誕
生
し
た
。
こ
れ
が

上
町
タ
イ
プ
の
〔
御
霊
調
伏
型
〕
で
あ
り
、
こ
う
し
た
神
面
か
ら
の
霜
月
祭
分
析
の
結
果
、

和
田
タ
イ
プ
は
〔
シ
ズ
メ
原
理
型
〕
か
ら
後
に
〔
シ
ズ
メ
原
理
・
御
霊
鎮
送
型
〕
へ
、
木
沢
・

下
栗
タ
イ
プ
は
〔
シ
ズ
メ
原
理
型
〕
か
ら
発
展
し
た
〔
御
霊
封
鎖
型
〕
へ
と
推
移
し
た
と
す

る
。
さ
ら
に
こ
う
し
た
神
面
か
ら
の
分
析
を
も
と
に
、
霜
月
祭
に
は
、
こ
の
地
が
鎌
倉
時
代

に
は
信
濃
国
唯
一
の
鶴
岡
八
幡
宮
神
領
と
な
っ
た
こ
と
に
起
因
す
る
八
幡
信
仰
を
基
盤
に
し

て
、
百
姓
一
揆
で
滅
び
、
後
に
祟
り
を
起
こ
し
た
と
さ
れ
る
旧
領
主
遠
山
氏
へ
の
御
霊
信
仰

が
内
在
す
る
と
指
摘
す
る
。
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遠
山
霜
月
祭
は
、
そ
の
後
、
八
幡
神
社
以
外
の
神
社
に
も
広
が
る
な
か
で
、
そ
れ
ら
神
社

の
祭
神
面
か
ら
村
内
に
ま
つ
る
神
々
の
面
の
奉
納
へ
と
拡
大
し
、
霜
月
祭
は
御
霊
鎮
め
か
ら

村
内
の
神
々
の
守
護
を
求
め
る
祭
り
へ
と
変
化
し
た
と
説
く
。

　
第
七
章
「
遠
山
霜
月
祭
の
変
化
と
変
容
」
で
は
、
前
章
の
分
析
に
よ
っ
て
明
ら
か
と
な
っ

た
神
面
奉
納
の
歴
史
と
構
成
の
変
化
を
も
と
に
、
霜
月
祭
の
各
タ
イ
プ
と
《
遠
山
氏
御
霊
系

八
幡
神
社
》
と
《
非
遠
山
氏
御
霊
系
神
社
》
と
い
う
神
社
区
分
を
組
み
合
わ
せ
て
面
形
舞
の

変
化
を
検
討
し
、
こ
れ
を
歴
史
的
な
事
象
と
重
ね
合
わ
せ
、
霜
月
祭
の
目
的
の
変
化
と
そ
の

理
由
を
検
証
す
る
。
結
果
と
し
て
は
、
シ
ズ
メ
面
の
変
化
も
含
め
て
、「
水
の
王
」
と
「
火

の
王
」
が
対
を
な
す
〔
シ
ズ
メ
原
理
型
〕
か
ら
、
和
田
タ
イ
プ
の
〔
シ
ズ
メ
原
理
・
御
霊
鎮

送
型
〕、
木
沢
・
下
栗
タ
イ
プ
の
〔
御
霊
封
鎖
型
〕、
上
町
タ
イ
プ
の
〔
御
霊
調
伏
型
〕
へ
と

変
化
し
た
と
推
測
す
る
。

　
そ
の
上
で
三
類
型
の
変
化
を
遠
山
谷
の
歴
史
と
重
ね
て
検
討
す
る
と
、
こ
の
変
化
は
飢
饉

や
疫
病
の
流
行
、
社
会
的
混
乱
の
歴
史
事
象
と
一
致
す
る
と
指
摘
す
る
。
飢
饉
・
疫
病
や
社

会
的
混
乱
は
、
百
姓
一
揆
で
滅
ぼ
さ
れ
た
遠
山
氏
の
祟
り
と
し
て
再
認
識
さ
れ
、
そ
れ
に
対
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抗
す
る
た
め
に
、
よ
り
強
力
な
威
力
を
求
め
て
、
新
た
な
神
々
の
構
成
が
編
み
出
さ
れ
た
と

す
る
。
ま
た
、
こ
れ
に
よ
っ
て
祭
り
は
《
遠
山
氏
御
霊
系
八
幡
神
》
か
ら
《
非
遠
山
氏
御
霊

系
神
社
》
へ
と
江
戸
時
代
後
期
以
降
、
明
治
時
代
に
拡
大
し
、
そ
う
し
た
な
か
で
上
町
タ
イ

プ
は
御
霊
鎮
め
の
祭
り
と
し
て
の
性
格
を
保
持
し
つ
づ
け
た
の
に
対
し
て
、
他
で
は
御
霊
鎮

め
の
祭
り
か
ら
村
内
の
神
々
に
守
護
を
求
め
る
祭
り
へ
と
変
化
し
て
い
っ
た
と
い
う
仮
説
を

提
示
す
る
。

　
第
八
章
「
百
姓
一
揆
伝
承
と
遠
山
霜
月
祭
」
で
は
、
こ
の
祭
り
は
他
地
の
霜
月
神
楽
と
同

様
に
冬
至
月
に
お
け
る
「
生
ま
れ
清
ま
り
」
を
主
眼
と
す
る
祭
り
で
あ
る
と
同
時
に
、
前
章

で
述
べ
た
よ
う
に
遠
山
氏
の
祟
り
を
鎮
め
る
と
い
う
も
う
一
つ
の
主
眼
が
あ
る
こ
と
を
踏
ま

え
、
百
姓
一
揆
伝
承
の
考
察
を
試
み
て
い
る
。
こ
の
百
姓
一
揆
は
伝
承
や
そ
れ
を
記
し
た
古

文
献
に
諸
説
が
あ
り
、
こ
れ
ら
を
整
理
し
、
他
の
資
料
も
加
え
な
が
ら
、
歴
史
的
な
事
象
と

対
比
す
る
。
百
姓
一
揆
伝
承
は
、
大
鹿
村
を
中
心
に
語
ら
れ
る
天
正
年
間
説
と
遠
山
を
中
心

に
語
ら
れ
る
元
和
年
間
説
が
あ
る
が
、
諸
資
料
か
ら
歴
史
的
な
事
実
と
し
て
は
、
天
正
期
に

は
遠
山
騒
動
と
呼
ぶ
べ
き
混
乱
が
あ
り
、
元
和
期
に
は
遠
山
氏
の
改
易
や
そ
の
後
に
千
村
樽
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木
代
官
の
配
下
に
な
っ
た
旧
遠
山
氏
家
臣
と
の
対
立
に
よ
る
遠
山
騒
動
が
あ
る
。
こ
れ
ら
が

後
に
百
姓
一
揆
の
伝
承
と
し
て
再
編
さ
れ
、
こ
れ
が
近
世
期
の
飢
饉
や
疫
病
流
行
、
社
会
不

安
な
ど
と
結
び
つ
き
、
遠
山
氏
の
祟
り
伝
承
を
そ
の
た
び
ご
と
に
復
活
さ
せ
、
そ
れ
へ
の
対

処
で
霜
月
祭
が
変
化
し
て
き
た
と
す
る
。

　
第
九
章
「
鎌
倉
と
遠
山
霜
月
祭
」
で
は
、
霜
月
祭
は
、
鎌
倉
時
代
に
遠
山
郷
を
神
領
地
と

し
た
鶴
岡
八
幡
宮
の
湯
立
神
事
に
荘
園
儀
礼
が
加
わ
っ
た
湯
立
神
楽
を
源
と
す
る
と
の
武
井

正
弘
の
説
を
前
提
に
し
、
こ
の
祭
り
と
鎌
倉
と
の
関
係
を
検
討
す
る
。
こ
こ
で
は
延
宝
四
年

成
立
と
み
ら
れ
る
十
五
面
（
神
太
夫
・
婆
・
水
の
王
・
土
の
王
・
火
の
王
・
木
の
王
・
宮
天

伯
・
遠
山
八
社
神
）
を
も
ち
、
霜
月
祭
四
タ
イ
プ
の
な
か
で
は
最
も
整
っ
た
形
式
と
な
っ
て

い
る
上
町
タ
イ
プ
を
取
り
上
げ
る
。
こ
の
十
五
面
の
内
容
に
は《
京
都
》《
神
話
》《
鎌
倉
》《
遠

山
》
と
い
う
四
次
元
の
意
味
伝
承
が
あ
り
、
な
か
で
も
遠
山
八
社
神
（
八
社
ノ
神
）
は
《
八

所
御
霊
》《
源
氏
の
御
霊
》《
遠
山
氏
の
御
霊
》の
三
次
元
の
意
味
伝
承
を
も
つ
と
結
論
づ
け
る
。

　
一
方
、
か
つ
て
鶴
岡
八
幡
宮
で
行
わ
れ
た
湯
立
神
楽
は
、
遠
山
霜
月
祭
と
同
じ
く
、『
吾

妻
鏡
』
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
き
わ
め
て
呪
術
色
が
強
い
。
ま
た
、
鎌
倉
の
御
霊
神
社
で
伝
承
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さ
れ
る
面
掛
行
列
は
、『
吾
妻
鏡
』
嘉
禎
四
年
の
条
に
「
八
所
の
御
霊
祭
」
と
の
記
述
が
み

え
る
鶴
岡
八
幡
宮
の
放
生
会
の
神
幸
祭
に
倣
っ
た
も
の
と
推
測
で
き
、
男
神
七
面
と
女
神
一

面
か
ら
な
る
八
面
と
夫
婦
面
一
対
の
あ
り
方
は
、
上
町
タ
イ
プ
の
遠
山
八
社
神
と
神
太
夫
夫

婦
の
構
成
と
一
致
す
る
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
遠
山
と
鎌
倉
と
は
江
戸
時
代
初
期
近
く
ま
で

な
ん
ら
か
の
繋
が
り
を
維
持
し
、
そ
の
関
係
か
ら
霜
月
祭
の
改
変
を
行
っ
た
で
あ
ろ
う
宗
教

者
の
存
在
が
考
え
ら
れ
る
と
す
る
。

　
終
章
で
は
、以
上
の
九
章
か
ら
遠
山
霜
月
祭
の
特
徴
は
以
下
の
よ
う
に
総
括
で
き
る
と
す
る
。

①�

冬
至
に
お
け
る
太
陽
の
衰
弱
と
再
生
に
な
ぞ
ら
え
、
生
命
の
復
活
再
生
す
な
わ
ち
「
生
ま

れ
清
ま
り
」
を
願
う
霜
月
祭
祀
の
形
や
意
味
を
よ
く
留
め
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
霜
月

神
楽
を
新
穀
の
収
穫
感
謝
と
す
る
理
解
は
当
て
は
ま
ら
な
い
。

②�

密
教
や
修
験
道
・
陰
陽
道
な
ど
に
も
と
づ
い
た
両
部
神
道
の
流
れ
を
汲
み
、
神
仏
混
淆
の

色
彩
の
強
い
湯
立
に
徹
底
し
て
こ
だ
わ
る
。

③�

鎌
倉
時
代
に
信
濃
国
唯
一
の
鶴
岡
八
幡
宮
神
領
と
な
っ
た
こ
と
に
起
因
す
る
と
考
え
ら
れ

る
八
幡
信
仰
を
基
盤
と
し
て
、
百
姓
一
揆
で
滅
ん
だ
後
、
祟
り
を
起
こ
し
た
と
い
う
旧
領
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主
遠
山
氏
の
御
霊
信
仰
を
併
せ
も
つ
。

④�
祭
り
全
体
が
、
祭
場
の
清
め
、
神
迎
え
、
湯
立
と
舞
、（
神
返
し
）
面
形
舞
、
神
返
し
、

と
い
う
構
成
を
な
し
、
細
部
に
深
い
意
味
づ
け
と
細
か
な
仕
来
り
を
も
つ
。

⑤�

民
間
の
宗
教
者
で
あ
る
禰
宜
を
中
心
に
村
人
に
よ
っ
て
担
わ
れ
、「
立
願
」
を
中
心
と
し

た
村
人
の
篤
い
信
仰
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
き
た
。

⑥�

遠
山
谷
と
い
う
一
地
域
に
数
多
く
の
伝
承
地
を
抱
え
、
な
お
か
つ
霜
月
祭
に
使
用
さ
れ
る

神
面
二
八
六
面
の
分
析
と
比
較
検
討
に
よ
っ
て
、
祭
り
の
古
い
形
と
そ
の
後
の
変
容
の
あ

り
方
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

⑦�

遠
山
氏
の
百
姓
一
揆
伝
承
は
、
飢
饉
や
疫
病
流
行
と
社
会
不
安
が
高
ま
る
た
び
に
村
人
に

強
く
意
識
さ
れ
、
そ
れ
を
解
決
す
る
た
め
に
面
の
基
本
構
成
を
変
え
、
祭
り
の
改
変
が
加

え
ら
れ
て
き
た
。
そ
こ
に
は
高
度
な
宗
教
的
知
識
を
も
っ
た
宗
教
者
が
介
在
し
た
。

　
以
上
の
よ
う
に
遠
山
霜
月
祭
の
特
徴
を
ま
と
め
た
後
、
終
章
の
最
後
に
は
、
儀
礼
内
容
や

舞
、
神
楽
歌
や
祭
文
、
湯
立
や
祭
り
全
体
の
構
成
に
つ
い
て
の
さ
ら
な
る
分
析
な
ど
十
二
項

に
わ
た
る
今
後
の
課
題
を
列
記
す
る
。
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論
文
審
査
の
結
果
の
要
旨

　
こ
の
論
文
の
研
究
対
象
で
あ
る
遠
山
霜
月
祭
は
、
本
居
宣
長
の
『
玉
勝
間
』
第
十
三
巻
の

「
思
ひ
ぐ
さ
」
に
「
信
濃
国
の
或
村
々
の
神
事
に
う
た
ふ
歌
」
と
し
て
、川
村
（
門
村
の
誤
り
）・

和
田
・
木
沢
な
ど
の
村
里
に
湯
立
の
神
事
が
あ
る
こ
と
と
、
そ
の
な
か
で
の
歌
が
紹
介
さ
れ

て
い
る
。
十
八
世
紀
末
に
は
そ
の
存
在
が
知
ら
れ
て
い
た
だ
け
で
は
な
く
、
多
種
の
湯
立
や

舞
、
面
形
舞
な
ど
注
目
す
べ
き
特
徴
が
あ
り
、
西
角
井
正
慶
を
は
じ
め
と
し
て
昭
和
初
期
か

ら
民
俗
学
、
民
俗
芸
能
、
祭
祀
研
究
な
ど
複
数
の
学
術
分
野
か
ら
関
心
が
も
た
れ
、
そ
の
実

態
把
握
や
論
述
が
行
わ
れ
て
き
た
。
実
地
調
査
に
基
づ
く
研
究
は
昭
和
四
十
年
代
以
降
に
盛

ん
に
な
り
、
現
在
ま
で
に
多
く
の
研
究
著
作
が
出
て
い
る
が
、
こ
の
祭
り
の
全
容
に
つ
い
て

は
、
平
成
二
十
年
『
遠
山
霜
月
祭
（
上
村
）』（
上
村
遠
山
霜
月
祭
保
存
会
・
飯
田
市
美
術
博

物
館
）、
平
成
二
十
二
年
『
遠
山
霜
月
祭
（
南
信
濃
①
和
田
・
八
重
河
内
・
南
和
田
編
）』（
飯

田
市
美
術
博
物
館
・
遠
山
常
民
大
学
）、
平
成
二
十
三
年
『
遠
山
霜
月
祭
（
南
信
濃
②
木
沢

地
区
編
）』（
同
前
）
の
公
刊
と
、
上
村
の
上
町
・
中
郷
・
程
野
・
下
栗
の
霜
月
祭
映
像
記
録

四
本
、
南
信
濃
の
和
田
・
木
沢
の
霜
月
祭
映
像
記
録
二
本
の
制
作
・
発
行
に
よ
っ
て
明
ら
か
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に
な
っ
た
。

　
三
冊
の
調
査
報
告
書
と
六
本
の
映
像
記
録
に
よ
っ
て
、
遠
山
霜
月
祭
の
研
究
は
大
き
く
進

展
し
た
の
で
あ
り
、
こ
の
調
査
・
記
録
事
業
の
中
心
と
な
っ
た
の
が
学
位
申
請
者
の
櫻
井
弘

人
で
あ
っ
た
。
櫻
井
自
身
も
遠
山
の
生
ま
れ
で
霜
月
祭
に
接
し
な
が
ら
成
長
し
、
現
在
も
こ

の
地
に
居
を
も
ち
、
飯
田
市
美
術
博
物
館
学
芸
員
と
し
て
先
の
報
告
書
作
成
以
前
か
ら
霜
月

祭
の
研
究
を
進
め
て
お
り
、
霜
月
祭
へ
の
参
与
と
研
究
は
六
十
年
ほ
ど
に
わ
た
っ
て
い
る
。

な
か
で
も
遠
山
霜
月
祭
の
調
査
報
告
書
の
作
成
は
、
こ
の
祭
り
の
斎
行
者
と
の
共
同
作
業
で

も
あ
り
、
そ
の
次
第
や
内
容
等
の
具
体
的
叙
述
は
高
い
信
頼
度
を
も
つ
と
い
え
る
。

　
学
位
申
請
論
文
で
あ
る
『
遠
山
霜
月
祭
の
研
究
』
は
、こ
う
し
た
成
果
に
基
づ
い
て
い
る
。

従
来
の
研
究
は
、
祭
り
の
起
源
伝
承
、
湯
立
祭
儀
、「
生
ま
れ
清
ま
り
」、
面
形
舞
な
ど
、
こ

の
祭
り
か
ら
特
定
課
題
を
設
け
て
の
も
の
で
あ
っ
た
が
、本
論
文
は
「
論
文
の
内
容
の
要
旨
」

に
記
し
た
よ
う
に
霜
月
祭
の
ほ
ぼ
全
容
を
網
羅
し
た
研
究
で
あ
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な

い
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
個
々
の
次
第
の
な
か
で
の
呪
文
・
唱
言
・
歌
や
所
作
等
祭
儀
・
芸
態

は
詳
細
、
的
確
な
叙
述
を
行
い
、
そ
の
意
味
や
変
遷
な
ど
に
つ
い
て
の
分
析
、
仮
説
提
示
に
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及
ん
で
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
今
後
の
遠
山
霜
月
祭
研
究
は
、
本
論
文
が
諸
課
題
に
わ
た
っ

て
そ
の
基
点
と
な
り
、
出
発
点
と
な
る
と
も
い
え
る
。
序
章
、
第
一
章
か
ら
第
九
章
、
終
章
、

そ
し
て
巻
末
の
霜
月
祭
式
次
第
、
神
面
一
覧
、
霜
月
祭
関
連
年
表
な
ど
七
四
六
頁
に
及
ぶ
本

論
文
が
高
く
評
価
で
き
る
第
一
点
は
こ
こ
に
あ
る
。

　
研
究
対
象
で
あ
る
遠
山
霜
月
祭
は
、
旧
暦
霜
月
に
行
わ
れ
て
い
た
が
、
現
在
は
十
二
月
前

半
の
斎
行
で
、
祭
り
次
第
は
、
十
二
月
初
め
か
ら
の
準
備
、
祭
礼
日
前
日
の
宵
祭
、
翌
朝
ま

で
夜
を
徹
し
て
の
本
祭
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
本
祭
は
、
明
治
時
代
以
降
に
整
え
ら
れ
た
修

祓
に
始
ま
る
例
祭
に
続
き
、「
座
揃
え
」
に
始
ま
る
「
古
典
祭
」
な
ど
と
呼
ば
れ
る
旧
来
か

ら
の
内
容
を
も
ち
、「
古
典
祭
」
の
次
第
は
、
概
ね
、
宮
清
め
や
神
寄
せ
の
「
神
楽
」、「
神

名
帳
」
の
申
上
げ
、
湯
立
、
舞
、
願
果
た
し
、
面
形
舞
と
な
っ
て
い
る
。「
神
楽
」
は
宮
清
め

や
神
寄
せ
の
歌
の
こ
と
で
あ
り
、数
段
階
に
わ
た
る
「
湯
立
」
が
中
心
と
な
る
祭
り
と
い
え
る
。

　
こ
う
し
た
次
第
・
内
容
に
つ
い
て
、
上
村
の
上
町
、
中
郷
、
程
野
、
下
栗
、
南
信
濃
の
木

沢
、
中
立
・
八
日
市
場
、
小
道
木
、
上
島
、
須
沢
、
和
田
・
八
重
河
内
・
大
町
の
霜
月
祭
の

比
較
対
照
も
含
め
て
叙
述
、
分
析
を
進
め
、
従
来
の
研
究
を
大
き
く
進
展
さ
せ
、
新
た
な
見
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解
も
示
し
て
い
る
。

　
な
か
で
も
本
論
文
で
最
も
注
目
さ
れ
る
の
は
、
第
六
章
か
ら
第
八
章
で
、
廃
絶
し
た
霜
月

祭
な
ど
使
用
さ
れ
て
い
な
い
面
も
含
め
二
八
六
点
の
悉
皆
調
査
を
も
と
に
、
紀
年
銘
の
あ
る

面
を
基
準
と
し
て
面
の
編
年
分
析
を
行
い
、
霜
月
祭
の
面
の
基
本
構
成
と
そ
の
組
成
の
変
遷

に
つ
い
て
の
仮
説
を
提
示
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
面
は
、
シ
ズ
メ
の
面
以
外
で
は
木
沢
で

は
元
和
二
年
（
一
六
一
六
）
か
ら
寛
永
十
七
年
（
一
六
四
〇
）
の
遠
山
氏
御
霊
面
が
古
い
も

の
で
、
上
町
で
は
延
宝
四
年
（
一
六
七
六
）
に
遠
山
氏
御
霊
と
し
て
八
面
が
八
所
御
霊
と
し

て
組
み
立
て
ら
れ
て
い
て
、
こ
う
し
た
面
構
成
の
年
代
を
も
と
に
面
形
舞
の
変
化
を
明
ら
か

に
し
て
い
る
。

　
そ
れ
は
面
形
舞
の
組
成
に
つ
い
て
、
霜
月
祭
の
各
タ
イ
プ
を
遠
山
氏
御
霊
系
八
幡
神
社
と

非
遠
山
氏
御
霊
系
神
社
と
い
う
神
社
類
型
と
組
み
合
わ
せ
、
面
形
舞
は
「
水
の
王
」
と
「
火

の
王
」
が
対
を
な
す
〔
シ
ズ
メ
原
理
型
〕
か
ら
和
田
タ
イ
プ
の
〔
シ
ズ
メ
原
理
・
御
霊
鎮
送

型
〕、
木
沢
・
下
栗
タ
イ
プ
の
〔
御
霊
封
鎖
型
〕、
上
町
タ
イ
プ
の
〔
御
霊
調
伏
型
〕
へ
と
変

化
し
た
と
説
く
。
こ
の
変
化
は
、
遠
山
谷
の
歴
史
と
重
ね
る
と
飢
饉
や
疫
病
の
流
行
、
社
会
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的
混
乱
と
符
合
し
、
こ
う
し
た
飢
饉
・
疫
病
や
社
会
的
混
乱
が
、
百
姓
一
揆
で
滅
ぼ
さ
れ
た

遠
山
氏
の
祟
り
と
し
て
再
認
識
さ
れ
、
そ
れ
に
対
抗
す
る
た
め
に
、
よ
り
強
力
な
威
力
を
求

め
て
、
新
た
な
神
々
の
構
成
が
編
み
出
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
こ
れ
に
よ
っ
て
江
戸
時
代
後
期

以
降
に
、
祭
り
は
《
遠
山
氏
御
霊
系
八
幡
神
社
》
か
ら
《
非
遠
山
氏
御
霊
系
神
社
》
へ
と
拡

大
し
た
と
い
う
仮
説
で
あ
る
。
こ
れ
は
刮
目
す
べ
き
仮
説
で
あ
る
が
、
霜
月
祭
を
行
う
神
社

で
祀
る
神
々
か
ら
の
神
社
類
型
、
霜
月
祭
の
面
の
悉
皆
調
査
成
果
、
各
霜
月
祭
の
面
形
舞
の

構
成
か
ら
導
き
出
さ
れ
て
お
り
、
高
い
説
得
力
を
も
つ
。

　
ま
た
、
従
来
の
研
究
で
は
不
十
分
で
あ
っ
た
「
舞
」
の
芸
態
に
つ
い
て
詳
細
に
調
査
・
叙

述
し
、「
舞
」
に
は
「
五
方
拝
」
や
「
四
方
拝
」
と
い
う
方
位
、「
晴
明
判
」「
北
斗
七
星
」

と
い
う
軌
跡
、「
三
三
九
」
や
「
七
五
三
」
と
い
う
数
に
基
づ
く
構
成
原
理
が
あ
る
こ
と
を

明
ら
か
に
し
て
い
る
。

　
本
論
文
に
は
こ
の
よ
う
な
新
た
な
知
見
が
い
く
つ
も
含
ま
れ
て
い
る
が
、
霜
月
祭
の
中
核

と
な
る
「
湯
立
」
に
つ
い
て
は
、
そ
の
基
盤
形
成
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
の
か
、
次
第
終
盤

で
の
面
形
舞
形
成
以
前
の
霜
月
祭
の
様
相
に
つ
い
て
は
、
検
討
が
不
十
分
あ
る
い
は
言
及
が
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な
く
、
重
要
な
研
究
課
題
を
残
し
て
い
る
。

　
し
か
し
、
本
論
文
は
長
年
の
研
究
を
も
と
に
遠
山
霜
月
祭
の
全
容
把
握
を
的
確
に
行
う
と

と
も
に
、
新
た
な
見
解
を
多
く
示
し
、
今
後
の
霜
月
祭
研
究
の
基
点
と
な
る
。
ま
た
、
こ
こ

に
は
日
本
各
地
に
継
承
さ
れ
て
い
る
神
楽
研
究
へ
の
新
た
な
視
座
も
含
ま
れ
て
い
る
。
よ
っ

て
本
論
文
の
提
出
者
櫻
井
弘
人
は
、
博
士
（
民
俗
学
）
の
学
位
を
授
与
さ
れ
る
資
格
が
あ
る

と
判
断
さ
れ
る
。

令
和
五
年
一
月
二
十
五
日
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